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(57)【要約】
【課題】複数の超音波画像診断装置間におけるユーザ情
報を簡単かつ効率よく移動（転送）することができる医
用画像診断システムを提供する。
【解決手段】超音波画像診断装置の少なくとも操作手順
をガイドするワークフローデータを含むユーザにより登
録されたユーザ情報を記録した記録手段をそれぞれ有す
る複数の超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎと、これら超音
波画像診断装置と通信可能に構成され、所要の超音波画
像診断装置の記録手段に記録されたユーザ情報を他の超
音波画像診断装置の記録手段に通信により転送させるユ
ーザ情報転送手段を有する操作デバイス３と、を具備し
ている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
超音波画像診断装置の少なくとも操作手順をガイドするワークフローデータを含むユーザ
により登録されたユーザ情報を記録した記録手段およびこのユーザ情報を実行する実行手
段をそれぞれ有する複数の超音波画像診断装置と、
　これら超音波画像診断装置と通信可能に構成され、前記所要の超音波画像診断装置の記
録手段に記録された前記ユーザ情報を他の超音波画像診断装置の前記記録手段に通信によ
り転送させるユーザ情報転送手段と、
を具備していることを特徴とする医用画像診断システム。
【請求項２】
前記ユーザ情報転送手段は、前記所要の超音波画像診断装置のユーザ情報を、複数の超音
波画像診断装置同士をデータ通信可能に接続したネットワークを介して他の超音波画像診
断装置の記録手段に転送させるように構成されていることを特徴とする請求項１記載の医
用画像診断システム。
【請求項３】
前記ユーザ情報転送手段は、前記ユーザ情報を記録するメモリと、
　ユーザ情報の転送元の超音波画像診断装置からユーザ情報をダウンロードして前記メモ
リに記録させるダウンロード機能と、
　このメモリに記録されたユーザ情報を転送先の超音波画像診断装置の記録手段にアップ
ロードするアップロード機能と、を具備していることを特徴とする請求項１記載の医用画
像診断システム。
【請求項４】
前記ユーザ情報転送手段は、そのユーザが超音波画像診断装置のユーザ情報へのアクセス
が許可された本人であるか否かを認証し、本人であることを認証されたときに、前記ユー
ザ情報へのアクセスを許可し、本人認証されなかったときに、前記ユーザ情報へのアクセ
スを制限する個人認証機能、を具備していることを特徴とする請求項１～３のいずれか１
項記載の医用画像診断システム。
【請求項５】
前記ユーザ情報転送手段と前記超音波画像診断装置は、常時通信可能の通信手段をそれぞ
れ有し、これら両通信手段が通信可能領域内にあり、かつ前記認証機能により本人認証さ
れたときに、前記超音波画像診断装置を自動的に起動させる起動機能、をそれぞれ具備し
ていることを特徴とする請求項４記載の医用画像診断システム。
【請求項６】
前記超音波画像診断装置は、前記ユーザ情報転送手段によるユーザ情報の移動状況を表示
部に表示させる移動状況表示機能、を具備していることを特徴とする請求項１～５のいず
れか１項記載の医用画像診断システム。
【請求項７】
前記ユーザ情報転送手段と前記超音波画像診断装置は、常時通信可能の通信手段をそれぞ
れ有し、これら両通信手段が通信可能領域内にあり、かつ前記認証機能により本人認証さ
れたときに、前記超音波画像診断装置の記録手段およびこのユーザ情報を実行する実行手
段に前記ユーザ情報のログインを許可するログイン許可機能、を具備していることを特徴
とする請求項５記載の医用画像診断システム。
【請求項８】
前記ユーザ情報転送手段は、前記超音波画像診断装置を遠隔操作する操作デバイスに配設
されていることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の医用画像診断システム
。
【請求項９】
前記ユーザ情報転送手段は、前記超音波画像診断装置に配設されていることを特徴とする
請求項１～７のいずれか１項に記載の医用画像診断システム。
【請求項１０】
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前記操作デバイスは、前記超音波画像診断装置に代えて前記ユーザ情報を記録する記録手
段と、
　この記録手段に記録されている前記ユーザ情報を前記ユーザ情報転送手段に代えて前記
超音波画像診断装置の記録手段へ転送させる第２のユーザ情報転送手段と、
を具備していることを特徴とする請求項８記載の医用画像診断システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数台の超音波画像診断装置とこれらを遠隔操作する操作デバイス等を具備し
た医用画像診断システムに係り、特に、所要の超音波画像診断装置に内蔵されているワー
クフローデータを含むユーザ情報を他の超音波画像診断装置に転送可能に構成された操作
デバイス等を具備した医用画像診断システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の超音波画像診断装置では、被検体組織の動きを映像化する組織ドプラ法（ＴＤＩ
）や、被検体組織を立体的に表示する３Ｄ法等種々の検査方法が提案されている。
【０００３】
　しかし、これら検査方法の実行には非常に多くのスイッチ操作（キーボード、タッチパ
ネル、トラックボール、マウス等）が必要となっている。医師や技師等の操作者（ユーザ
）は、上述した検査方法や臨床アプリケーション、及びそれらの計測機能を駆使して診断
を行う。したがって、医師や技師等のユーザは、上述した個々の検査方法等についての超
音波診断装置の操作方法を修得する必要がある。
【０００４】
　このために、超音波診断装置の操作方法は、複雑化・多様化しており、実際に操作する
場合には非常に高度な技術と経験が必要である。このために、操作技術や経験のバラツキ
も多くなり、検査結果の信頼性を低下させる虞がある。
【０００５】
　また、超音波診断装置の普及により、ビギナー技師も増加する傾向である。このために
、速やかに操作方法を修得でき、簡単に操作できる超音波画像診断装置が要望されている
。
【０００６】
　そこで、最近では、超音波画像診断装置の操作方法をガイドするワークフローシステム
を具備した超音波画像診断装置が提案されている（例えば特許文献１参照）。
【０００７】
　また、超音波画像診断装置をユーザの手元で遠隔操作する操作デバイスを具備した超音
波画像診断装置が提案されている（例えば特許文献２参照）。
【０００８】
　そして、上記ワークフローシステムは、医師や検査技師等のユーザによりそれぞれ実行
される実行手順が異なり、それぞれのユーザの手技や手法に合せるためにカスタマイズさ
れたワークフローデータにより実行できるように構成されている。このために、検査効率
が良好で検査の欠落も防止することができる。
【０００９】
　また、ユーザは各人独自のカスタマイズされたワークフローを使用することに並行して
超音波画像診断装置の操作パネルのキー配置や操作パネル位置、高さ、モニタ輝度、画質
条件、ボディマークの設定、各種計測方法の設定等やそれらの初期設定値等のユーザ登録
データ（検査者登録データ）をカスタマイズして使用している。
【００１０】
　これらユーザ登録データもワークフローと同様にユーザ情報であり、ユーザ（検査者）
がスクリーン（診断）した患者（被検体）の診断データと共に安全に管理する必要がある
。
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【特許文献１】特開２００１－１３７２３７号公報
【特許文献２】特開２００３－１５３９０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、このような従来の超音波画像診断装置では、そのワークフローデータ等
のユーザ情報を超音波画像診断装置毎にカスタマイズしているので、これら超音波画像診
断装置を複数具備している病院等の使用現場において、ユーザがワークフローデータ等の
ユーザ情報を独自にカスタマイズし、いつも使用している超音波画像診断装置が何らかの
要因により使用できない場合は、他のユーザによりカスタマイズされた超音波画像診断装
置を使用しなければならないので、検査業務のスループットが低下するという課題がある
。
【００１２】
　また、この場合は、超音波画像診断装置からカスタマイズされたワークフローデータ等
のユーザ情報をＭＯやＣＤ等のリムーバブルメディアに一旦移動させ、さらに、このリム
ーバブルメディアから、これから使用しようとする超音波画像診断装置へ再移動させる方
法もあるが、効率が非常に悪いという課題がある。
【００１３】
　本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、その目的は、複数の超音波画像診
断装置間におけるユーザ情報を簡単かつ効率よく移動（転送）することができる医用画像
診断システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項１に係る発明は、超音波画像診断装置の少なくとも操作手順をガイドするワーク
フローデータを含むユーザにより登録されたユーザ情報を記録した記録手段およびこのユ
ーザ情報を実行する実行手段をそれぞれ有する複数の超音波画像診断装置と、これら超音
波画像診断装置と通信可能に構成され、前記所要の超音波画像診断装置の記録手段に記録
された前記ユーザ情報を他の超音波画像診断装置の前記記録手段に通信により転送させる
ユーザ情報転送手段と、を具備していることを特徴とする医用画像診断システムである。
【００１５】
　なお、本請求項１以下において、ユーザ情報とは、ワークフロープロトコル（ワークフ
ローデータ）・患者（被検体）のスクリーニングデータ（診断結果）の他に、超音波画像
診断装置のパネルのキー配置やパネル位置・高さ・モニタ輝度・画質条件・ボディマーク
の設定・各種計測方法の設定や、それらの初期設定、ユーザや被検体個人に関する個人情
報等を含む。
【００１６】
　請求項２に係る発明は、前記ユーザ情報転送手段は、前記所要の超音波画像診断装置の
ユーザ情報を、複数の超音波画像診断装置同士をデータ通信可能に接続したネットワーク
を介して他の超音波画像診断装置の記録手段に転送させるように構成されていることを特
徴とする請求項１記載の医用画像診断システムである。
【００１７】
　請求項３に係る発明は、前記ユーザ情報転送手段は、前記ユーザ情報を記録するメモリ
と、ユーザ情報の転送元の超音波画像診断装置からユーザ情報をダウンロードして前記メ
モリに記録させるダウンロード機能と、このメモリに記録されたユーザ情報を転送先の超
音波画像診断装置の記録手段にアップロードするアップロード機能と、を具備しているこ
とを特徴とする請求項１記載の医用画像診断システムである。
【００１８】
　請求項４に係る発明は、手段は、そのユーザが超音波画像診断装置のユーザ情報へのア
クセスが許可された本人であるか否かを認証し、本人であることを認証されたときに、前
記ユーザ情報へのアクセスを許可し、本人認証されなかったときに、前記ユーザ情報への
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アクセスを制限する個人認証機能、を具備していることを特徴とする請求項１～３のいず
れか１項記載の医用画像診断システムである。
【００１９】
　請求項５に係る発明は、前記ユーザ情報転送手段と前記超音波画像診断装置は、常時通
信可能の通信手段をそれぞれ有し、これら両通信手段が通信可能領域内にあり、かつ前記
認証機能により本人認証されたときに、前記超音波画像診断装置を自動的に起動させる起
動機能、をそれぞれ具備していることを特徴とする請求項４記載の医用画像診断システム
である。
【００２０】
　請求項６に係る発明は、前記超音波画像診断装置は、前記ユーザ情報転送手段によるユ
ーザ情報の移動状況を表示部に表示させる移動状況表示機能、を具備していることを特徴
とする請求項１～５のいずれか１項記載の医用画像診断システムである。
【００２１】
　請求項７に係る発明は、前記ユーザ情報転送手段と前記超音波画像診断装置は、常時通
信可能の通信手段をそれぞれ有し、これら両通信手段が通信可能領域内にあり、かつ前記
認証機能により本人認証されたときに、前記超音波画像診断装置の記録手段に前記ユーザ
情報のログインを許可するログイン許可機能、を具備していることを特徴とする請求項５
記載の医用画像診断システムである。
【００２２】
　請求項８に係る発明は、前記ユーザ情報転送手段は、前記超音波画像診断装置を遠隔操
作する操作デバイスに配設されていることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記
載の医用画像診断システムである。
【００２３】
　請求項９に係る発明は、前記ユーザ情報転送手段は、前記超音波画像診断装置に配設さ
れていることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の医用画像診断システムで
ある。
【００２４】
　請求項１０に係る発明は、前記操作デバイスは、前記超音波画像診断装置に代えて前記
ユーザ情報を記録する記録手段と、この記録手段に記録されている前記ユーザ情報を前記
ユーザ情報転送手段に代えて前記超音波画像診断装置の記録手段へ転送させる第２のユー
ザ情報転送手段と、を具備していることを特徴とする請求項８記載の医用画像診断システ
ムである。
【発明の効果】
【００２５】
　請求項１に係る発明によれば、複数の超音波画像診断装置間におけるユーザ情報の転送
（移動）を簡単かつ効率よく行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。なお、複数の添付図面中、同
一または相当部分には同一符号を付している。
【００２７】
　図１は本発明の第１の実施形態に係る医用画像診断システムＳの全体構成を示す模式図
、図２はこの医用画像診断システムＳを構成する超音波画像診断装置１と操作デバイス３
の各機能をそれぞれ示す機能ブロック図である。
【００２８】
　図１に示すように医用画像診断システムＳは、ワークフローシステム（「Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ　Ａｓｓｉｔａｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＰＡＳ」とも呼ばれるが、以下、本実施形態の
説明では便宜上、「ＷＦＳ」と略称する）を、ユーザ情報の一種としてそれぞれ搭載して
いる複数の超音波画像診断装置１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，…，１Ｎと、これら超音波画像診断装
置１Ａ～１Ｎを遠隔操作する遠隔操作手段およびこれら超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎの
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後述する記録手段に記録されているワークフローデータを含むユーザ情報をＬＡＮ４を介
して移動させる情報転送（移動）手段を有する少なくとも１台の操作デバイス３と、を具
備している。
【００２９】
　図２に示すように各超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎは、そのハードウェア構成として、
図２に示すように、装置本体１１、この装置本体１１に接続される超音波プローブ１２、
操作パネル１３、及びモニタ１４を備えている。操作パネル１３には、スイッチ、ボタン
、キーボード、トラックボール、マウス等の入力デバイスが装備される。
【００３０】
　超音波プローブ１２は、被検体との間で照射・反射される超音波信号の送受波を行なう
デバイス（探触子）であり、電気／機械可逆的変換素子としての圧電セラミック等の圧電
素子で形成される。このプローブ１２は、その一例として、アレイ状に配列される複数の
圧電素子を先端部に装備したフェーズドアレイタイプのもので構成される。これにより、
このプローブ１２は、装置本体１１の送受信回路１６から与えられるパルス駆動電圧を超
音波パルス信号に変換して図示しない被検体（患者）のスキャン領域内の所望方向に送信
する一方で、被検体から反射してきた超音波エコー信号を受信し、これに対応する電圧の
エコー信号に変換する。
【００３１】
　装置本体１１は、超音波診断装置１全体の制御中枢を担うシステムコントローラ１５の
ほか、このシステムコントローラ１５による制御の元で動作する各ユニット、すなわち送
受信回路１６、Ｂモード処理部１７ａ、ＣＦＭ（カラー・フロー・マッピング）モード処
理部１７ｂ、及び画像処理回路１８を備える。また、この装置本体１１には、操作デバイ
ス３との間で通信可能な通信インタフェース（ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４等の所定通信規
格）１９及び無線用インタフェース（赤外線通信（ＩｒＤＡ）、電波（ブルートゥース、
ＩＥＥＥ８０２．１１等の所定無線通信規格）等）２０が搭載される。無線用インタフェ
ース２０には、赤外線通信窓や無線アンテナ等のアンテナ部２０ａが接続される。
【００３２】
　送受信回路１６は、システムコントローラ１５からの制御信号により送信チャンネル毎
に所定の送信遅延時間が付与されたタイミングで超音波プローブ１２の各圧電素子に駆動
信号を送り、これにより超音波プローブ１２の各圧電素子から被検体内に向けて超音波信
号を送波させる。その一方で、この送受信回路１６は、超音波信号の送波に応じて被検体
内の音響インピーダンスの異なる境界で反射され、組織内の散乱体によって散乱された成
分等を含む超音波エコー信号を、超音波プローブ１２の各圧電素子を介してそれに対応す
る電圧量のエコー信号として受信し、そのエコー信号に受信遅延・加算処理を施し、その
処理が施された受信信号を次段のＢモード処理部１７ａ及びＣＦＭモード処理部１７ｂに
それぞれ出力する。
【００３３】
　Ｂモード処理部１７ａは、送受信受信回路１６からの受信信号に包絡線検波を行い、こ
れで検波された信号を被検体内の組織の形態情報を担うものとして、画像処理回路１８に
出力する。また、ＣＦＭモード処理部１７ｂは、送受信回路１６より受信した電気信号か
ら速度情報を周波数解析し、その解析結果を被検体内の血流又は組織の移動速度情報を担
う信号として、画像処理回路１８に出力する。
【００３４】
　画像処理回路１８は、Ｂモード処理部１７ａ及びＣＦＭモード処理部１７ｂからの信号
を受信し、システムコントローラ１５の制御によりＢモード像及びＣＦＭ像に関する各種
の画像を構成して重ね合せたり或は並べたり、これらの画像に基づいて各種の定量解析や
計測を行い、その結果を示す情報を画像上に付加したりする画像処理を行い、その画像信
号をＴＶ用のスキャン信号に変換してモニタ１３に出力する。これにより、図１に示すよ
うに、モニタ１４上に超音波画像（Ｂモード像及びＣＦＭ像に関する各種の画像や、その
計測、解析結果に関する情報等を含む）ＩＭが表示される。
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【００３５】
　また、この画像処理回路１８は、本発明の表示画像生成手段としての機能を有し、ＷＦ
Ｓ２動作時やその移動（転送）時には、システムコントローラ１５の制御により操作パネ
ル１３のほか、操作デバイス３により指示される指令に応じてＷＦＳ２用やその転送用の
メニュー、アイコン、文字列等の各種の画像信号をＴＶ用のスキャン信号に変換してモニ
タ１４に出力する。これにより、図２に示すように、モニタ１４上に超音波画像ＩＭに加
え、ＷＦＳ２用の表示画面として、例えば後述のアイコン又は文字列の像を含むＷＦＳメ
ニュー画面Ｍ１が適宜位置に表示される。このＷＦＳメニュー画面は、システムコントロ
ーラ１５によるＷＦＳ２のプログラム実行により、モニタ１４上に表示されるものである
。また、画像処理回路１８はＷＦＳ２や診断済みの検査データ等のユーザ登録情報（ユー
ザ情報）を複数の超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎ間で移動（転送）させる際に、その転送
元や転送先等をモニタ１４上に表示させる機能も有する。
【００３６】
　システムコントローラ１５は、本発明の制御手段としての機能を有し、その一例として
、図示しない内部バスに接続されたＣＰＵ（プロセッサ）、メモリ（ＲＡＭ／ＲＯＭ）、
ハードディスク装置、リムーバブルメディア（ＣＤ－ＲＯＭ、フロッピー（登録商標）デ
ィスク、メモリカード等）の駆動装置、及びその他の周辺装置を有するコンピュータとし
ての機能を有し、検査時に予めプログラムされた手順に従って超音波診断装置１全体の動
作を制御する。この制御動作は、操作パネル１３上のほか、操作デバイス３からの指令に
より、診断、検査、表示等の各モードや送受信条件等に基づいて行われる。
【００３７】
　ＷＦＳ２は、システムコントローラ１５の動作により実行されるソフトウェアで構成さ
れ、例えば特開２００１－１３７２３７号公報で開示されているワークフローシステムが
適用される。このシステム（ＷＦＳ）２は、装置本体１１の動作で実施される複数の実施
項目（以下、「アクティビティー」ともいう）の実行順序を予め定めた作業手順（以下、
「ワークフロープロトコル」ともいう）のデータ（以下、「ワークフローデータ」ともい
う）に基づいて複数のアクティビティーに対応した小プログラム（以下、「アクティビテ
ィープログラム」ともいう）を順次読み出し実行することにより、装置本体１１の動作を
切り換えると共に、操作デバイス３による操作に応じてアクティビティーの実行順序を変
更可能に構成されている。
【００３８】
　このＷＦＳ２は、そのソフトウェアモジュール構成の一例として、図１に示すように、
ワークフローデータを格納するワークフローデータ格納部２１と、アクティビティープロ
グラムを格納するアクティビティープログラム格納部２２と、ワークフローデータ格納部
２１のワークフローデータを元にそのワークフローの各段階のアクティビティー毎にこれ
に対応するアクティビティープログラムをアクティビティープログラム格納部２２から読
み出して実行するワークフローエンジン部２３とを含む。
【００３９】
　操作デバイス３は、装置本体１１との間で通信によるリモート（遠隔）操作が可能に構
成され、ワイヤード（有線）、ワイヤレス（無線）のいずれの通信形態でも良い。いずれ
でも、デバイス収納スペースや通信の仕組みが必要となるが、本例では、ワイヤード及び
ワイヤレスの両方が適用される。
【００４０】
　なお、ワイヤードでは、コードの床への接触を避けるためのコード吊り用アームや、コ
ードリール機能等のコード収容機能が必要となる。これに対し、ワイヤレスでは、１）操
作デバイス３を持って移動する際、周辺の機器あるいは点滴支持台などにかからない、２
）患者にワイヤーが接触しないので患者に不快感を与えない、３）コードがないために床
へのコード接触等もなく衛生面で好ましい等、ワイヤードに比べると移動や操作性の面で
優位である。
【００４１】
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　この操作デバイス３は、装置本体１１から離れた被検体のベッドサイド等の位置で操作
者がその手元に携帯して操作可能な適宜な大きさ及び形状のものであれば、例えば小型で
手で握ることが容易にできるハンディタイプ（手のひらサイズ）や、検査室のベッドサイ
ドに置けるような平置きのコンソールタイプ（例えば、Ａ４版大きさ以下のサイズ）、据
え置きタイプ等、いずれのタイプでも適用可能で、医師や技師等ユーザの好みにより選択
される。また、装置本体１１に対し着脱可能に構成されるものでもよい。
【００４２】
　図２に示す例として、この操作デバイス３は、そのデバイス本体３１内にバッテリー等
の電源ユニット３１ａ、この電源ユニット３１ａからの給電で動作する各ユニット、すな
わち制御中枢を担うＣＰＵ等のホストコントローラ３２、このホストコントローラ３２に
接続される各種コントローラ及びインタフェース、すなわち各種スイッチコントローラ３
３、マイクロフォン用コントローラ３４、スピーカ用コントローラ３５、振動機構用コン
トローラ（モータ等の駆動回路）３６、表示用コントローラ３７、無線用通信インタフェ
ース（赤外線通信（ＩｒＤＡ）、電波（ブルートゥース、ＩＥＥＥ８０２．１１等の所定
無線通信規格）等）３８、及び通信インタフェース（ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４等の所定
通信規格）３９、ユーザ情報転送プログラムを内蔵した転送用メモリ４０とを内蔵する。
【００４３】
　なお、ユーザ情報とは、ワークフロープロトコル（ワークフローデータ）・患者（被検
体）のスクリーニングデータ（診断結果）の他に、超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎのパネ
ルのキー配置やパネル位置・高さ・モニタ輝度・画質条件・ボディマークの設定・各種計
測方法の設定や、それらの初期設定、ユーザや被検体個人に関する個人情報等を含み、超
音波画像診断装置１Ａ～１Ｎの医師等のユーザにより、記録手段であるワークフローデー
タ格納部２１に記録（保存）された情報である。
【００４４】
　また、ユーザ情報転送プログラムは所要の超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎのワークフロ
ーデータ格納部２１にそれぞれ保存されている上記ユーザ情報を、他の超音波画像診断装
置１Ａ～１Ｎのワークフローデータ格納部２１に転送させるプログラムである。すなわち
、このユーザ情報転送プログラムはホストコントローラ３２により実行されることにより
、上記ユーザ情報の所要の情報を選択的に転送させ、この転送に必要な表示を所要のステ
ップ毎に超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎのモニタ１４に適宜表示させる制御指令（コマン
ド）信号を、無線用通信インタフェース３８を介して超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎの各
アンテナ部２０ａに無線送信させるプログラムである。
【００４５】
　さらに、ユーザ情報転送プログラムは本人認証プログラムを具備しており、ユーザ情報
を転送させる前に、この本人認証プログラムを起動させて、この操作デバイス３の操作者
（ユーザ）が、この操作デバイス３を使用してユーザ情報にアクセスし、転送し得る資格
を有する本人であるか否かを認証させるようになっている。
【００４６】
　また、この操作デバイス３には、ホストコントローラ３２に各種コントローラ３３～３
７及びインタフェース３８を介して接続される、割り付け変更が可能な複数のスイッチＳ
Ｗ１、ＳＷ２、…、ＳＷｎ、医師の所見等の音声入力用のマイクロフォン４１、音声出力
用のスピーカ４２、バイブレータ等の振動機構４３、各種インジケータ（ＬＥＤ）や液晶
ディスプレイ等の表示部４４、及び赤外線通信窓又は無線アンテナ等のアンテナ部４５が
搭載される。
【００４７】
　ホストコントローラ３２は、例えばＣＰＵを搭載したマウスコントローラ等のＩＣ（集
積回路）ユニットで構成されるが、その他のコントローラ３３～３７及びインタフェース
３８、３９の少なくとも一部と共に一体のＩＣユニットとして構築されるものでもよい。
【００４８】
　このホストコントローラ３２は、操作者の操作に応じて無線用通信インタフェース３８
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又は通信インタフェース３９を介して装置本体１１に対し予め設定された各種スイッチコ
マンド等の制御指令（コマンド）Ｓ１を送ると共に、装置本体１１のシステムコントロー
ラ１５から、その無線用通信インタフェース２０又は通信インタフェース１９を介して後
述するアラーム等の各種の制御指令（コマンド）Ｓ２を受け、これらコマンド送受信によ
り超音波診断装置１１の動作を制御する。
【００４９】
　操作デバイス３の複数のスイッチＳＷ１～ＳＷｎには、プッシュ式や回転式（ロータリ
ーエンコーダー等）等のいずれのタイプのスイッチ類でも適用可能である。例えば、これ
らのスイッチ類は、オプティカルデセンサの機構を有するもので構成されるが、この場合
には凹凸（溝）や駆動部を無くして手入れが容易になる等のクリーニング性を向上させた
り、或は凹凸がない点を活かして汚れ防止用カバーを被せて使用する等の効果が得られる
。
【００５０】
　上記の各スイッチＳＷ１～ＳＷｎには、その一例として、ＷＦＳ２の操作に必要な移動
ボタン、実行ボタン、切換ボタン等の各種のスイッチ類やユーザ情報転送選択スイッチが
設けられる。
【００５１】
　これら各スイッチＳＷ１～ＳＷｎは、例えばＷＦＳメニューＭ１（又はＭ２）が超音波
像ＩＭと共にモニタ１４上に表示され、ＷＦＳ２が動作している場合、次のような機能を
実行する。
【００５２】
　すなわち、スイッチＳＷ１は、その制御指令（スイッチコマンド）Ｓ１を元に、アイコ
ンタイプのＷＦＳメニュー画面が表示されている場合は、いずれかのアクティビティーを
アイコンで決定し、文字列タイプのＷＦＳメニュー画面が表示されている場合は、いずれ
かのアクティビティーを文字列Ａ２で決定し、これにより、ＷＦＳ２側でそれぞれに対応
するアクティビティープログラムを呼び出して実行させたり、その他メニューを決定した
りする。
【００５３】
　ＳＷ２はユーザ情報転送選択スイッチであり、例えばプッシュ式の実行ボタンにより構
成されている。このＳＷ２がオン操作されると、そのオン操作がホストコントローラ３２
により読み込まれ、かつメモリ４０からユーザ情報転送プログラムが読み込まれ、そのプ
ログラム中の本人認証プログラムがまず起動され、実行される。次に、ホストコントロー
ラ３２は本人が認証されてからユーザ情報転送プログラム本体を起動させ、ユーザ情報転
送制御指令（コマンド）信号を無線用通信機４５から転送先の超音波画像診断装置１Ａ～
１Ｎへ送信するようになっている。
【００５４】
　スイッチＳＷ３は、その制御指令（スイッチコマンド）Ｓ１を元に、例えば文字列タイ
プのＷＦＳメニュー画面がモニタ１４上に表示されている場合、これとは別に、強制終了
や別シナリオ呼び出し等の自由度の高いポップアップメニュー画面を適宜位置に起動させ
て表示したりする（この例では説明していないが、ポップアップメニューはＷＦＳ２非動
作時にも起動させてもよい）。
【００５５】
　図１で示すように操作デバイス３は、携帯可能のデバイス本体３１の平坦上面上に、上
記ＳＷ１～ＳＷ４を配設し、デバイス本体３１の側面にＳＷ５，ＳＷ６を設けている。
【００５６】
　スイッチＳＷ１は、ＷＦＳ動作時にアクティビティー等の項目を決定するプッシュ式の
実行ボタン、アクティビティー等の項目を選択する上下左右移動用の方向キー、カーソル
移動等の２次元的な位置指定が可能な方向キー（トラックボール機能）、その他ロータリ
ーエンコーダーの機構を利用するゲインコントロール用のスイッチから構成される。
【００５７】
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　ＳＷ２はプッシュ式の実行ボタンであり、ユーザ登録情報転送選択スイッチである。ス
イッチＳＷ３は、ポップアップメニュー起動用の実行ボタンである。
【００５８】
　さらに、デバイス正面中央の右側のスイッチＳＷ４は、ＷＦＳ動作時及び通常検査時に
関係なく、表示画面を停止（フリーズ）させるフリーズ用のプッシュ式実行ボタンである
。
【００５９】
　また、スイッチＳＷ５は、前述した例では特に設定されていないもので、印刷（プリン
トアウト）用のプッシュ式実行ボタンで構成される。さらに、スイッチＳＷ６は、超音波
スキャンで得られる超音波像の視野深度を調整可能なロータリー式のボタンで構成される
。
【００６０】
　そして、操作デバイス３は、ＷＦＳ２では操作者毎にＷＦＳシナリオが異なることがあ
るため、操作者本人の認識機能として、音声認識、指紋認識、網膜認識等の少なくともい
ずれかの機能を備えている。この本人認証機能により最初の時点で医師または技師等のユ
ーザを知ることにより、自分で管理しているフォルダ内のＷＦＳシナリオを容易に呼び起
こすことが可能となる。また、操作デバイス３に機器ＩＤを指定する機能を付けることも
望ましい。複数台の操作デバイスを同時に使用する場合に干渉が生じないためである。
【００６１】
　なお、通常検査用のスイッチ（キー）や前記スイッチの意味付けは、例えば使用者が超
音波診断装置１で頻繁に利用するキーを自由に割り当てることが可能となっている（カス
タムボタンとして機能可能）。
【００６２】
　その他、各スイッチＳＷ１～ＳＷｎには、例えばマイクロフォン４１専用の記録指示用
スイッチ等も含まれる。
【００６３】
　上記の各スイッチＳＷ１～ＳＷｎが操作されると、各種スイッチコントローラ３３及び
ホストコントローラ３２の制御の元で、その操作されたスイッチＳＷ１～ＳＷｎに割り当
てられた移動ボタン、実行ボタン、切替ボタン等に種別に応じたスイッチコマンド（任意
のコマンドが規定可能）の制御指令Ｓ１が無線通信用インタフェース３８又は通信インタ
フェース３９経由で操作デバイス３側から装置本体１１側に送られる。
【００６４】
　その結果、装置本体１１側では、システムコントローラ１５により、操作デバイス３側
からの制御指令Ｓ１に応じて、ＷＦＳ２の動作の変更やＷＦＳ２の転送が可能となってい
る。
【００６５】
　例えば、システムコントローラ１５は、ＷＦＳ２を実行中に移動ボタンの操作による制
御指令Ｓ１を受けたときにモニタ１４上のアクティビティーのアイコン又は文字列の像が
選択したり、実行ボタンの操作による制御指令Ｓ１を受けたときに移動ボタンの操作で選
択されたアクティビティーに対しそのアクティビティープログラムを読み出し実行したり
する。
【００６６】
　これと同時に、画像処理部１８では、移動ボタンの操作で選択されたアクティビティー
のアイコンまたは文字列の像の表示状態をモニタ１４上で視覚的に把握できるように色を
変えたり、点滅したりする等の変更を行う。
【００６７】
　マイクロフォン４１は、少なくとも医師の所見等を含む音声信号を記録可能に入力する
ものである。マイクロフォン４１から入力される音声は、操作デバイス３上に上述した専
用の録音用スイッチが付随して設けられている場合、この録音用スイッチを押している間
は録音中となり、このとき、その録音中である旨を把握できるように表示部４４（ＬＥＤ
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等）上でイルミネーションとして点灯させる。また、録音中止はその録音用スイッチを離
すことで実行され、録音が実行されていない場合は消灯する。
【００６８】
　また、マイクロフォン４１から入力される音声信号は、音声データとして、あるいは図
示しない既知の音声認識・文字変換機能により音声認識後に文字変換された文字データと
して、レポートのデータに自動的に記録される。
【００６９】
　さらに、マイクロフォン４１から入力される音声信号は、音声認識により超音波診断装
置１１の動作を制御するコマンドとして利用することも可能である。例えば、ＷＦＳ２で
は、その実行時にモニタ１４上のＷＦＳメニューからアクティビティーのアイコンや文字
列の像等を選択するだけで検査進行が自動的に行われるために、ＷＦＳメニューを進行さ
せる際の「次、ネクスト（Ｎｅｘｔ）」、逆に選択する際の「戻れ、バック（Ｂａｃｋ）
」、決定を促す「ＯＫ」等の比較的少数かつ単純なコマンドを使ってその動作を制御でき
るため、音声認識率の問題も殆どクリアされ、信頼性の高い制御が可能である。
【００７０】
　スピーカ４２は、例えば装置本体１１側のアラーム機能と連動して、その装置本体１１
側からの制御指令Ｓ２に応じて、例えば患者の心電状態に異常があるとき等のアラームが
必要な際にはその旨を音声で知らせたり、造影エコー検査のモード切り替え時にはその旨
を音声で知らせたりすることが可能となっている。
【００７１】
　振動機構４３は、上記のスピーカ４２と同様に例えば装置本体１１側のアラーム機能と
連動して、その装置本体１１側からの制御指令Ｓ２を受けて、例えば患者の心電状態に異
常があるとき等のアラームが必要な際や、造影エコー検査のモード切り替え時にその旨を
操作デバイス３の操作者に知らせるために振動可能となっている。
【００７２】
　上記のスピーカ４２による音や振動機能４３による振動により、操作デバイス３を通し
て操作者である医師または技師にアラームが伝わるが、この際のアラーム機能は、検査計
画に基づき医師または技師が別の検査アクションを起こしたいとき、例えば、時間を管理
しながら別モードの検査を実施したいと考えるとき、あるいはスループットを考慮し、あ
る規定の時間が経過したときに時間を知りたいとき、あるいは患者のバイタリティに心電
異常等の異常があったときに特に有用である。
【００７３】
　例えば、造影エコー検査では、各時相（例えば腹部の場合、動脈相、動脈・門脈相、パ
フュージョン相など、造影剤注入後の時間によって、それぞれに類する呼称がある）での
時間管理が必要であり、通常はモニタ１４の画面上に表示されたタイマーを参考にするが
、スキャン断面を維持するあるいは画面に集中しているため、時間を管理しながら検査を
実行することが困難であることが多い。そのため、サイトによっては時間を管理するため
に人員をあらかじめ確保することもある。
【００７４】
　これに対し、操作デバイス３により、例えばタイマー機能と連動させ、造影剤注入後、
必要な経過時間ごとにアラーム音、あるいは音声ガイド、あるいは振動でタイマー情報を
伝えることにより、前述した時間管理を行う人員を減らすことが可能となる。また、音声
ガイダンスを用いてＷＦＳ２の進行状況を伝えることで、よりスムーズなＷＦＳ２の進行
が実現される。また、注意情報を連絡してもよい。このときの音声ガイダンスの例として
は、１）進行内容例：「造影剤を注入します」、「モードを変化します」、２）時間管理
例：「（造影剤注入後）３０秒」、「（造影剤注入後）４分３０秒」、３）注意事項例：
「ＭＯがセットされていません」等が例示される。
【００７５】
　そして、図２に示すように操作デバイス３はユーザ情報転送プログラムを保存した転送
用メモリ４０を具備している。このユーザ情報転送プログラムと、このユーザ情報プログ
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ラムを実行するホストコントローラ３２とによりユーザ情報転送手段に構成されている。
すなわち、ホストコントローラ３２は、ユーザ情報転送モード選択スイッチＳＷ２がオン
操作された状態を検出したときに、ユーザ情報転送プログラムを転送用メモリ４０から読
み込んで起動させ、転送元の各超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎに搭載されている所要のＷ
ＦＳ２のワークフローデータ等のユーザ登録情報を、転送先の他の超音波画像診断装置１
Ａ～１Ｎのワークフローデータ格納部２１に転送し移植させるための制御指令（コマンド
）を無線用通信インタフェース３８とアンテナ部４５を介して装置本体１１のアンテナ部
２０ａへ送信するようになっている。
【００７６】
　図３はこのユーザ情報転送プログラムの中の本人認証プログラムを示すフローチャート
であり、図４はその本人認証プログラムの実行による本人認証後に、所要のユーザ登録情
報をＬＡＮ４を介して所要の転送元から所要の転送先に転送するプログラムを示すフロー
チャートである。これらフローチャート中、Ｓに数字を付した符号Ｓ１～Ｓ７はフローチ
ャートの各ステップを示す。
【００７７】
　すなわち、図３に示すように、まずＳ１でホストコントローラ３２は、操作デバイス３
の図示しない電源スイッチがオン操作されているか否かを読み込み、オン操作されている
状態を読み込んだときは、次のＳ２で、ユーザＩＤを入力し、または操作デバイス３の音
声認識や指紋認識等のユーザ認識機能によりユーザを認識させる。例えばユーザが自己の
音声をマイクロフォン４１に入力し、または図示しない指紋押捺センサプレート上に自己
の指紋を押圧してユーザを認識させる。
【００７８】
　すると、次のＳ３で、このユーザ認識機能により認識されたユーザのＩＤや音声、指紋
等がユーザ登録情報へのアクセスが許可されているユーザ本人のＩＤや音声、指紋として
予め登録されているものと一致するか否かを判断する。このＳ３で、Ｎｏの場合、つまり
、ユーザとして予め登録されていない場合は、Ｓ４でアクセス不許可の図示しない例えば
ＬＥＤランプ等を点灯させて、この認証プログラムを終了させ、ユーザ情報転送プログラ
ムへ移行させない。
【００７９】
　一方、Ｓ３でユーザが予め登録されている場合には、Ｙｅｓとして、次のＳ５へ進み、
ここで、操作デバイス３のユーザ情報転送選択スイッチＳＷ２がオン操作されているか否
か繰り返し検出し、このユーザ情報転送選択スイッチＳＷ２がオン操作されていることを
検出したとき、すなわち、Ｙｅｓのときは、次のＳ６へ進む。このＳ６では、ユーザ情報
の転送元である所要の超音波画像診断装置、例えば１Ａに、そのユーザＩＤを無線用通信
インタフェース３８を介して送信する。なお、ユーザがアクセス許可されていないユーザ
情報についてはグレーダウン表示され、操作デバイス３の操作が禁止される。
【００８０】
　このユーザＩＤを受信した転送元の超音波画像診断装置１Ａのシステムコントローラ１
５は、この受信したＩＤがユーザ情報へのアクセスを許可されたユーザのＩＤとしてワー
クフローデータ格納部２１に登録されているか否かを検出し、登録されていることを検出
したときは、アクセス許可信号を無線用通信インタフェース２０とアンテナ部２０ａを介
して操作デバイス３へ返信する。操作デバイス３のホストコントローラ３２は、Ｓ７で、
このアクセス許可信号をアンテナ部４５と無線用通信インタフェース３８を介して受信し
、ユーザがユーザ情報へのアクセスが許可されていることを確認する。これにより、ホス
トコントローラ３２は、個人認証プログラムを終了（エンド）させる一方、図４で示すユ
ーザ情報転送プログラムに移行する。
【００８１】
　すなわち、図４で示すように、Ｓ１１で、操作デバイス３のホストコントローラ３２は
ユーザの本人認証を確認し、転送元の超音波画像診断装置１Ａのユーザ情報へのアクセス
許可があることを確認すると、次のＳ１２で、転送すべきユーザ情報の中で今回転送する
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転送データを選択する。
【００８２】
　すなわち、ユーザ情報としては、ユーザが個別に設定したワークフローデータ、超音波
画像診断装置１Ａ～１Ｎのパネルのキー配置や高さ、モニタ輝度、モニタ画質条件、ボデ
ィマークの設定、各種計測方法の設定、その初期設定、検査者登録データ等の項目がある
が、これらのどの項目を転送先の超音波画像診断装置１Ｂ～１Ｎへ転送するか選択する。
【００８３】
　図５は、例えばＣａｔｅｇｏｒｙ１～３に配分されたユーザ情報の項目のうち、転送す
べき項目を選択させる際に、転送元の超音波画像診断装置１Ａへのモニタ１４に表示され
る表示画面の一例を示している。この図５中、「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＡ～Ｅ」は例え
ば検査者登録データ、「ＰｒｏｔｏｃｏｌＡ～Ｆ」はワークフロープロトコル、「Ｐｒｅ
ｓｅｔＡ～Ｅ」は設定値等を示す。また、「Ｓｅｎｄ」は転送すべき項目の選択するため
の表示ボタンであり、「ｃａｎｃｅｌ」はその選択を取り消すための表示ボタンである。
【００８４】
　次のＳ１３では、この選択した項目の転送先の超音波画像診断装置１Ｂ～１Ｎをユーザ
に選択させる。
【００８５】
　図６はこの転送先の超音波画像診断装置１Ｂ～１Ｎを選択する際に、転送元の超音波画
像診断装置１Ａのモニタ１４に表示される表示画面の一例を示している。
【００８６】
　図６中、＜Ｆｒｏｍ＞ＳｙｓｔｅｍＡは転送元の超音波画像診断装置１Ａを示し、＜Ｔ
ｏ＞ＳｙｓｔｅｍＢ，Ｃ，…，Ｎは転送先の超音波画像診断装置１Ｂ，１Ｃ，…，１Ｎを
示しており、チェックボックス内にチェックを入れることにより、転送先を選択すること
ができる。このチェックは操作デバイス３の図示しないカーソル移動手段と決定ボタン等
の実行手段とにより行なわれる。
【００８７】
　次にＳ１４で、操作デバイス３のホストコントローラ３２は、選択された転送先の超音
波画像診断装置１Ｂ～１ＮにユーザＩＤを送信し、これら転送先の超音波画像診断装置１
Ｂ～１Ｎまたは少なくともいずれかからアクセス許可を得る。
【００８８】
　この後、Ｓ１５で、ホストコントローラ３２は、転送元の超音波画像診断装置、例えば
１Ａから、選択されたユーザ情報を転送先の超音波画像診断装置、例えば１Ｂ，１Ｃ，…
，１Ｎ、または少なくともいずれかへＬＡＮ４を介して送信させる。
【００８９】
　図７はこのユーザ情報転送時の超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎの各モニタ１４の表示例
をそれぞれ示す。その転送状況は、例えばプログレスバーや文字（「Ｆｉｎｉｓｈ（転送
完了）」、「Ｎｏｗ　Ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ（受信中）」）等により表示される。これによ
り、操作デバイス３を操作するユーザに対してアクセス許可された特定のユーザ情報のみ
が許可された転送先の超音波画像診断装置、例えば１Ｂ～１Ｎ、またはそのいずれかへ転
送される。
【００９０】
　このために、ユーザが何らかの事情により、使い慣れた特定の超音波画像診断装置１Ａ
が使用できない場合にも、事前に、この超音波画像診断装置１Ａに搭載されたＷＦＳ２の
ワークフローデータや検査者データ、設定値等、当該ユーザが超音波画像診断装置１Ａに
登録したユーザ情報を、転送先の超音波画像診断装置１Ｂ～１Ｎまたはその少なくともい
ずれかにおいても使用できるので、これら転送先の超音波画像診断装置１Ｂ～１Ｎまたは
その少なくともいずれかをあたかも使い慣れた超音波画像診断装置１Ａの如く操作できる
。このために、超音波画像診断装置１Ｂ～１Ｎ、またはそのいずれかによる操作効率と操
作精度を向上させることができる。これにより、これら超音波画像診断装置１Ｂ～１Ｎま
たはその少なくともいずれかを使用して行なうルーチン検査のスループットを向上させる
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ことができる。
【００９１】
　また、他の超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎまたはその少なくともいずれかへの転送が可
能なユーザ情報へのアクセスは、予めアクセス許可が登録されているユーザ本人と、当該
ユーザ情報に限定されているので、ユーザ情報のセキュリティを向上させることができる
。
【００９２】
　さらに、ユーザ情報の転送ないし移植に操作デバイス３とＬＡＮ４を使用するので、リ
ムーバブルメディアを使用してユーザ情報を転送する場合よりも簡単迅速にかつ効率的に
ユーザ情報を転送することができる。
【００９３】
　図８は本発明の第２の実施形態に係る医用画像診断システムＳＡの全体構成を示す模式
図、図９は同ユーザ情報転送プログラムのフローチャートである。この医用画像診断シス
テムＳＡは、所要の超音波画像診断装置、例えば１Ａに搭載のＦＷＳ２や検査者登録デー
タ等のユーザ情報を図１で示すＬＡＮ４を使用せずに、操作デバイス３Ａに設けたユーザ
情報転送用メモリを介して他の超音波画像診断装置１Ｂ～１Ｎまたはその少なくともいず
れかへ転送する点に特徴があり、これ以外の構成は上記第１の実施形態と同様である。
【００９４】
　すなわち、この医用画像診断システムＳＡは、操作デバイス３に、ユーザ情報を一時保
存するユーザ情報転送用メモリを設け、上記ユーザ情報転送プログラムを第２のユーザ情
報転送プログラムに置換している。この第２のユーザ情報転送プログラムは上記ユーザ情
報転送プログラムと同様に、ユーザがアクセス許可者本人として登録されているか否かを
認証する本人認証プログラムを具備しているが、転送元の超音波画像診断装置、例えば１
Ａに搭載されているＦＷＳ２や検査者登録データ、操作パネルの諸設定値等のユーザ情報
を、ＬＡＮ４を介さずに、無線を介して操作デバイス３のユーザ情報転メモリに一旦ダウ
ンロードした後、再び、転送先の超音波画像診断装置、例えば１Ｂ～１Ｎまたはその少な
くともいずれかにアップロードすることにより転送するように構成されている。
【００９５】
　つまり、操作デバイス３の電源オンスイッチがオン操作され、かつユーザ情報転送モー
ド選択スイッチＳ２がオン操作されたときに、これらオン操作をホストコントローラ３２
により検出すると、このホストコントローラ３２は、まずユーザ情報転送プログラムをユ
ーザ情報転送用メモリから読み出し、図９で示すように、まずＳ２１で、図３で示す本人
認証プログラムと同様の本人認証プログラムを起動する。そこで、ユーザがＩＤを入力し
、または操作デバイス３のマイクロフォン４１に所要の音声を入力し、あるいは指紋セン
サプレートに指紋を押圧する等、本人認証に必要なデータを入力する。すると、操作デバ
イス３のホストコントローラ３２は転送先の超音波画像診断装置、例えば１Ａの転送すべ
きユーザ情報について、アクセスが許可されているユーザ本人か否かを判断する。この本
人認証で否定されたときは、操作デバイス３の図示しない転送禁止ランプ（ＬＥＤ）等を
点灯させて、本人認証プログラムとユーザ情報転送プログラムを終了させる。
【００９６】
　一方、Ｓ２１で、ユーザがアクセス許可者であるとして本人認証されたときは、次のＳ
２２で、転送元の超音波画像診断装置、例えば１Ａと、操作デバイス３のユーザ情報転送
用メモリへ転送しようとするユーザ情報の項目を、操作デバイス３のユーザ情報選択手段
により選択する。これら転送しようとするユーザ情報の項目は上記第１実施形態と同様に
図６で示すように転送元の超音波画像診断装置１Ａのモニタ１４に表示される画面をユー
ザが見ながら操作デバイス３の選択手段を操作することにより実行される。
【００９７】
　図１０はこの転送元の超音波画像診断装置１Ａのモニタ１４に表示される画面の一例で
あり、図中、＜Ｆｒｏｍ＞「ＳｙｓｔｅｍＡ」は転送元の超音波画像診断装置１Ａを示し
、＜Ｔｏ＞「Ｄｅｖｉｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ」はユーザ情報の経由先である操作デ
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バイス３のホストコントローラ３２を示している。
【００９８】
　この後、Ｓ２３では操作デバイス３のユーザ情報転送ボタンＳ２のオン操作により、転
送元の超音波画像診断装置１Ａに搭載され、かつ選択されたユーザ情報がこの超音波画像
診断装置１Ａから操作デバイス３に無線でダウンロードされ、ユーザ情報転送用メモリに
一時格納され、保存される。
【００９９】
　次のＳ２３では、操作デバイス３から、さらに転送する転送先の超音波画像診断装置、
例えば１Ｂ～１Ｎまたはその少なくともいずれかがユーザにより選択される。この転送先
の選択は上記第１実施形態と同様に図６で示す転送元の超音波画像診断装置１Ａのモニタ
１４に標表示される転送先選択画面のチェックボックスにチェックを挿入する方法等によ
り選択される。
【０１００】
　次のＳ２５では、こうして選択された転送先の超音波画像診断装置１Ｂ～１Ｎまたはそ
の少なくともいずれかに対して、操作デバイス３のホストコントローラ３２からアクセス
許可を要求する要求信号が無線で送信され、これら転送先の超音波画像診断装置１Ｂ～１
Ｎまたはその少なくともいずれかからアクセス許可信号をホストコントローラ３２が受信
する。
【０１０１】
　次のＳ２６で、ホストコントローラ３２はユーザ情報転送メモリから、転送許可を得て
いるユーザ情報を読み出し、アクセス許可を得ている超音波画像診断装置１Ｂ～１Ｎまた
はその少なくともいずれかにアップロードする。
【０１０２】
　このために、超音波画像診断装置１Ｂ～１Ｎまたはその少なくともいずれかのシステム
コントローラ１５はこの転送されたユーザ情報をワークフローデータ格納部２１に格納し
保存する。
【０１０３】
　この後Ｓ２７で、このシステムコントローラ１５はユーザ情報転送完了フラグを操作デ
バイス３に無線送信し、ユーザ情報の転送を完了し、ユーザ情報転送プログラムを終了（
エンド）させる。
【０１０４】
　したがって、この医用画像診断システムＳＡによれば、ＬＡＮ４を使用せずに、転送元
の超音波画像診断装置、例えば１Ａのユーザ情報を、転送先の超音波画像診断装置１Ｂ～
１Ｎまたはその少なくともいずれかに簡単迅速に転送することができる。
【０１０５】
　このために、使い慣れた転送元の超音波画像診断装置１Ａとほぼ同様に、他の超音波画
像診断装置１Ｂ～１Ｎまたはその少なくともいずれかを使いこなすことができる。その結
果、超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎまたはその少なくともいずれかを使用したルーチン検
査のスループットを向上させることができる。
【０１０６】
　なお、上記各実施形態ではユーザ情報転送手段を操作デバイス３に設けた場合について
説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えばこのユーザ情報転送手段を
超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎ側に設けてもよい。
【０１０７】
　すなわち、超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎに、ユーザ情報転送プログラムを記録するメ
モリを設け、このユーザ情報転送プログラムをＣＰＵとして実行する機能をシステムコン
トローラ１５に設け、このユーザ情報転送プログラムを起動ないし停止等制御するための
コマンド信号を操作デバイス３から無線で超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎに送信し、ユー
ザ情報の転送を遠隔制御するように構成してもよい。
【０１０８】
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　また、操作デバイス３のホストコントローラ３２は、上述したように本人認証機能を有
しているので、この操作デバイス３と超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎの装置本体１１，１
１，１１，…間の常駐通信機能により、ユーザがその操作デバイス３を携帯した状態で装
置本体１１，１１，１１，…に接近して、操作デバイス３が装置本体１１，１１，１１，
…と通信可能な領域範囲内に入ったときに、そのユーザと装置本体１１，１１，１１，…
との間の信頼関係により予めアクセス許可された個人であると判断された場合には、装置
本体１１，１１，１１，…へのログインを自動的に起動させるようにしてもよい。また、
たとえアクセス許可された個人であったとしても、その装置本体１１，１１，１１，…が
アクセス許可された他の（別の）個人が先にログインしているような場合であれば、アク
セス許可された個人がその操作デバイス３と共に装置本体１１，１１，１１，…に近づい
て、操作デバイス３が装置本体１１，１１，１１，…と通信可能な領域範囲内に入った場
合でもログインさせず、先に使用していた個人が装置本体１１，１１，１１，…を全てコ
ントロールするように構成してもよい。これらは、装置本体１１，１１，１１，…のメイ
ン電源スイッチがオンに操作されており、スタンバイ状態になっている場合が該当する。
しかし、装置本体１１，１１，１１，…のメイン電源がオンでなくても、同様に予めアク
セス許可された個人が装置本体１１，１１，１１，…に接近して、操作デバイス３が装置
本体１１，１１，１１，…と通信可能な領域範囲内にある場合に、自動的に装置本体１１
，１１，１１，…のメイン電源がスイッチをオン状態となり、次に装置へのログインを自
動的に促すようにしてもよい。
【０１０９】
　さらに、上記各実施形態では、ワークフローシステム（ＷＦＳ２）等のユーザ登録情報
を超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎの装置本体１１，１１，１１，…のメモリに登録してい
るが、このユーザ登録情報を操作デバイス３内のメモリに記憶させてもよい。その場合は
、ユーザ登録情報を超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎ間で転送（移動）する必要はなく、操
作デバイス３さえあれば、装置本体１１，１１，１１，…がどのような状態であってもユ
ーザ独自のアクティビティプログラムの実行が可能となるので、ユーザ独自の手技・手法
にあった超音波画像診断装置１Ａ～１Ｎの操作方法を確実に実行していくことにより効率
良く検査を進めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る医用画像診断システムの全体構成を示す模式図。
【図２】図１で示す超音波画像診断装置と操作デバイスの構成を示す機能ブロック図。
【図３】図１で示す実施形態に係るユーザ登録情報転送プログラム中の本人認証プログラ
ムのフローチャート。
【図４】図１で示す実施形態に係るユーザ登録情報転送プログラム本体のフローチャート
。
【図５】図１で示す転送元超音波画像診断装置のモニタに表示される、転送しようとする
ユーザ登録情報中の項目を選択させるために表示される画面の一例を示す図。
【図６】図１で示す転送元超音波画像診断装置のモニタに表示される、転送先を選択させ
るための表示画面の一例を示す図。
【図７】図１で示す複数の超音波画像診断装置間でユーザと登録情報が転送される際に、
その転送の進捗度等が各超音波画像診断装置のモニタに表示されるときの一例をそれぞれ
示す図。
【図８】本発明の第２実施形態に係る医用画像診断システムの全体構成を示す模式図。
【図９】図８で示す医用画像診断システムのユーザ情報転送プログラムのフローチャート
。
【図１０】図８で示す実施形態に係る転送先の超音波画像診断装置からユーザ登録情報が
操作デバイスに転送される状態が、転送先のセンターサーバのモニタに表示される際の一
例を示す図。
【符号の説明】
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【０１１１】
Ｓ，ＳＡ　医用画像診断システム
１Ａ～１Ｎ　超音波画像診断装置
２　ＷＦＳ（ワークフローシステム）
３　操作デバイス
４　ＬＡＮ
１１　超音波画像診断装置の装置本体
１２　超音波プローブ
１５　システムコントローラ
２１　ワークフローデータ格納部
３２　ホストコントローラ
４０　転送用メモリ

【図１】 【図２】
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